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○香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱 

平成29年10月30日教育委員会告示第13号 

香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和29年法律第144号）の趣旨に基づ

き、特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費

（以下「就学奨励費」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 特別支援学級 学校教育法（昭和22年法律第26号）第81条第２項の規定により小学校又は中

学校に設けられた特別支援学級をいう。 

(２) 児童生徒 市が設置する小学校又は中学校に在籍する者をいう。 

(３) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）をい

う。 

(４) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和29年政令第157号。以下「施行

令」という。）第２条第１号に規定する収入額をいう。 

(５) 需要額 施行令第２条第１号に規定する需要額をいう。 

（交付対象者） 

第３条 就学奨励費は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）

第22条の３に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童生

徒の保護者に対して交付する。ただし、次の各号に掲げる者を除く。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定によ

る教育扶助を受けている者 

(２) 香取市準要保護児童生徒就学援助費の支給を受けている者 

（交付対象経費） 

第４条 就学奨励費の交付対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 学校給食費 

(２) 通学費 

(３) 職場実習交通費 

(４) 交流及び共同学習費 

(５) 修学旅行費 

(６) 校外活動等参加費 

(７) 学用品・通学用品購入費 

(８) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 

（交付額） 

第５条 前条の交付対象経費に対する交付額等は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第６条 就学奨励費の交付を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費交付申請書（別記第

１号様式）に、次に掲げる書類を添付して、当該児童生徒が在籍する学校の校長（以下「校長」と

いう。）を通じて香取市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。

ただし、教育委員会は、第２号に掲げる書類については、その内容を公簿等により確認することが

できるときは、当該書類を省略させることができる。 

(１) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書（別記第２号様式） 

(２) 保護者の属する世帯の収入に関する市区町村の証明書 

２ 校長は、前項に掲げる書類を保護者から受理した場合は、速やかに支弁段階決定一覧表（別記第

３号様式）を添えて教育委員会に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学奨励費の支

弁区分を決定し、特別支援教育就学奨励費認定一覧（別記第４号様式）により校長に通知しなけれ

ばならない。 
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２ 教育委員会は、特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書（別記第５号様式）により、校長を

通じて保護者に通知するものとする。 

（交付期間及び交付方法） 

第８条 就学奨励費の交付期間は、申請があった年度の４月１日から当該年度の３月31日までとする。

ただし、年度の途中で交付対象者となった者については、交付対象者となった月から交付するもの

とする。 

２ 就学奨励費は、教育委員会が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行うも

のとする。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認めた場合はこの限りではない。 

（交付台帳の調製及び報告） 

第９条 校長は、就学奨励費の交付状況について個人別交付台帳（別記第６号様式）を調製し、他の

関係書類とともに整理保存するものとする。 

２ 校長は、当該年度の就学奨励費の交付が完了したときは、速やかに当該児童生徒の交付状況を教

育委員会に報告するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第10条 教育委員会は、就学奨励費の交付を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当した場合

はその交付決定を取り消し、特別支援教育就学奨励費交付決定取消通知書（別記第７号様式）によ

り校長を通じて保護者に通知するものとする。 

(１) 交付対象者に該当しなくなったとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により就学奨励費の交付を受けたとき。 

（就学奨励費の返還） 

第11条 教育委員会は、前条の規定により就学奨励費の交付を取り消した場合において、既に交付し

た就学奨励費があるときは、期限を定めて全部又は一部の返還を命じることができる。 

（その他） 

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表（第５条） 

経費区分 内容 支弁区分 交付額 

学校給食費 
児童生徒の保護者が、負担すべき

学校給食費 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

実費の２分の１の額 

通学費 

児童生徒が、原則として最も経済

的な通常の経路及び方法により通

学する場合の交通費 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

実費の全額 

第Ⅲ区分 実費の２分の１の額 

職場実習交通費（中

学校のみ） 

中学校の教育課程に基づき、生徒

が校長の管理のもとに学校以外の

事業所等において、職場実習に参

加する場合の交通費 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

実費の全額 

第Ⅲ区分 
実費の２分の１の額 

交流及び 

共同学習費 

他校の特別支援学級とともに集団

活動を行う場合に必要な交通費 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

実費の全額 

第Ⅲ区分 実費の２分の１の額 

修学旅行費 
修学旅行に参加するために必要な

交通費、宿泊費及び見学料 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

実費の２分の１の額 

ただし、要保護児童生徒就学

援助費補助金及び特別支援

教育就学援助補助金交付要

綱（昭和62年５月１日付け文

部大臣裁定）に規定する特別

支援教育就学奨励費補助金

国庫補助対象限度額を上限

とする 

校外活動等参加費

（宿泊を伴わない

もの） 

学校行事として実施される宿泊を

伴わない校外活動に直接必要な交

通費及び見学料 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

校外活動等参加費

（宿泊を伴うもの） 

学校行事として実施される宿泊を

伴う校外活動に直接必要な交通

費、宿泊費及び見学料 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

学用品・通学用品購通常必要とする学用品及び通学用 第Ⅰ区分 
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入費 品購入費 第Ⅱ区分 

新入学児童生徒学

用品・通学用品購入

費 

小中学校に就学する第１学年の者

が通常必要とする新入学に当たっ

ての学用品及び通学用品購入費 

第Ⅰ区分 

第Ⅱ区分 

備考 

１ 第Ⅰ区分 収入額が需要額の1.5倍未満 

２ 第Ⅱ区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満 

３ 第Ⅲ区分 収入額が需要額の2.5倍以上 

第１号様式（第６条第１項） 

 
第２号様式（第６条第１項） 
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第３号様式（第６条第２項） 



5/9 

 
第４号様式（第７条第１項） 
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第５号様式（第７条第２項） 
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第６号様式（第９条） 
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第７号様式（第10条） 
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